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則
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。

　

第
二
条
の
三
第
二
号
ハ
中
「
三
千
万
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び
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「
五
億
円
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項
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号
中
「
三
千
万
円
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「
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千
万
円
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十
五
条
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号
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及
び
ロ
中
「
一
億
五
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円
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「
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億
円
」
に
改
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条
第
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号
中
「
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千
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。
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条
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項
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ロ
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四
億
円
」
に
、「
、
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円
」
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「
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億
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、
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仙
沼
土
木
事
務
所
長
に
あ
つ
て
は
三
億
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
三
号
中
「
三
千
万
円
」
を
「
五
千
万
円
」
に
改

め
る
。

　

第
十
九
条
第
十
一
号
イ
及
び
ロ
中
「
一
億
五
千
万
円
」
を
「
三
億
円
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
号
中
「
三
千
万
円
」

を
「
五
千
万
円
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
条
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号
イ
及
び
ロ
中
「
一
億
五
千
万
円
」
を
「
三
億
円
」
に
改
め
、
同
条
第
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号
中
「
三
千
万
円
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「
五

千
万
円
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改
め
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則
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。
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則
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項
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災
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に
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十
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に
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し
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東
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太
平
洋
沖
地

震
及
び
こ
れ
に
伴
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力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。）」
を
加
え
、「
第
十
条
第
一
項
第
三
十
四
号
、」
及

び
「
、
第
十
条
第
一
項
第
三
十
四
号
中
「
三
億
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
億
円
」
と
」
を
削
り
、「
一
億
五
千
万
円
（
」

を
「
四
億
円
（
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に
、「
、
三
億
円
」
を
「
五
億
円
、
気
仙
沼
土
木
事
務
所
長
に
あ
つ
て
は
三
億
円
」
に
、「
一
億
五
千

万
円
」」
を
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億
円
」」
に
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め
、
同
項
を
附
則
第
四
項
と
す
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。
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す
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育
委
員
会
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へ
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務
の
委
任
及
び
補
助
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一
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正
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こ
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。
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部
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の
よ
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正
す
る
。
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円
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円
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第
三
項
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削
る
。
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項
中
「
前
項
に
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す
る
」
を
「
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及

び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
三
項
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
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規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
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。
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。
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わ
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る
。
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十
六
条
第
一
号
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電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」を「
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
に
、「
第
二
条
第
三
項
」
を
「
第
二
条
第
二
項
」

に
改
め
る
。

　

第
三
十
六
条
並
び
に
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
第
五
号
及
び
第
二
項
第
五
号
中
「
き
損
」
を
「
毀
損
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
号
中
「部

　
　

局

　
　

長

　

印

」
を
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局

　
　

長　
　

（　

公
印
省
略

　

）　

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

様
式
第
四
号
中
「部

　
　

局

　
　

長

　

印

」
を
「部

　
　

局

　
　

長　
　

（　

公
印
省
略

　

）　

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
八
号
、
様
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八
号
の
二
、
様
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第
九
号
の
二
及
び
様
式
第
十
二
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

様
式
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十
三
号
備
考
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

１

　

申
請
書
の
提
出
に
当
た
つ
て
は
，
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　

⑴

�　

申
請
人
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
，
申
請
人
の
住
民
票
の
抄
本

（住
民
基
本
台
帳
法

）昭
和
42年

法
律
第
81号

）第
30条
の
15第
１
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
当
該
申
請
人
に
係
る
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人

確
認
情
報

（同
法
第
７
条
第
８
号
の
２
に
規
定
す
る
個
人
番
号
及
び
同
条
第
13号
に
規
定
す
る
住
民
票
コ
ー

ド
を
除
く
。

）を
利
用
す
る
場
合
を
除
く
。

）及
び
印
鑑
登
録
証
明
書

　

　
　
　

⑵

�　

申
請
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
，
申
請
人
の
登
記
事
項
証
明
書
，
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
写
し

及
び
印
鑑
登
録
証
明
書

　

　
　
　

⑶

�　

暴
力
団
等
に
該
当
し
な
い
旨
の
誓
約
書

　

　

様
式
第
十
四
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

様
式
第
十
五
号
の
二
中
「宮

城
県
教
育
委
員
会

　
　
　

印

」
を
「宮

城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　

（　

公
印
省
略

　

）　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

様
式
第
十
五
号
の
三
中
「宮

城
県
教
育
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　

印

」
を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「宮
城
県
教
育
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　

（　

公
印
省
略

　

）　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「宮
城
県
教
育
委
員
会

　
　

　

様
式
第
十
七
号
及
び
様
式
第
十
八
号
中
「宮

城
県
教
育
委
員
会

　

印

」
を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　

公
印
省
略

　

）　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「教
育
委
員
会

　
　
　

　

様
式
第
十
九
号
中
「教

育
委
員
会

　

印
部

　

局

　

長

　
　

」
を　

部

　

局

　

長

　
　
　

に
改
め
、
同
様
式
備
考
中
「２

部

」
を
削
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（公

印
省
略

）　　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「部

　
　

局

　
　

長

　
　
　

　

様
式
第
二
十
号
及
び
第
二
十
一
号
中
「部

　
　

局

　
　

長

　

印

」
を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（　

公
印
省
略

　

）　　

」

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１�　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
六
条
第
一
号
の
改
正
規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
公
有
財
産
規
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
改
正
後
の
公
有
財
産
規
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
一
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

�
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
六
項
中
「
以
下
同
じ
。」
及
び
「
別
表
第
一
各
部
長
の
項
第
十
七
号
、
別
表
第
四
地
方
振
興
事
務
所
の
地
域

事
務
所
長
の
項
第
十
号
及
び
」
を
削
り
、「
別
表
第
一
各
部
長
の
項
第
十
七
号
及
び
別
表
第
四
地
方
振
興
事
務
所
の
地

域
事
務
所
長
の
項
第
十
号
中
「
三
億
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
億
円
」
と
、
別
表
第
九
土
木
事
務
所
の
地
域
事
務
所
長
の
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項
第
十
四
号
中
「
一
億
五
千
万
円
」
と
あ
る
の
は
」
を
「
同
号
中
「
三
億
円
」
と
あ
る
の
は
、」
に
改
め
る
。

　

附
則
中
第
七
項
を
削
り
、
第
八
項
を
第
七
項
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
各
部
長
の
専
決
事
項
の
項
第
十
七
号
イ
及
び
ニ
中
「
三
億
円
」
を
「
五
億
円
」
に
改
め
、
同
項
第
十
九
号

中
「
三
千
万
円
」
を
「
五
千
万
円
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
各
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
二
十
八
号
イ
及
び
ニ
中
「
一
億
五
千
万
円
」
を
「
三
億
円
」
に
改
め
、
同
項

第
三
十
号
中
「
三
千
万
円
」
を
「
五
千
万
円
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
各
地
域
事
務
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
二
号
ロ
⑶
中
「
三
千
万
円
」
を
「
五
千
万
円
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
四
地
方
振
興
事
務
所
の
地
域
事
務
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
十
号
イ
中「
二
億
円
以
上
三
億
円
未
満
」を「
四

億
円
以
上
五
億
円
未
満
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
三
億
円
」
を
「
五
億
円
」
に
改
め
、
同
項
第
十
一
号
中
「
三
千
万
円
」

を
「
五
千
万
円
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
四
副
所
長
（
技
術
を
担
当
す
る
副
所
長
）
の
専
決
事
項
の
項
中
「
一
億
五
千
万
円
以
上
二
億
円
未
満
」
を
「
三

億
円
以
上
四
億
円
未
満
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
四
地
域
事
務
所
に
置
か
れ
る
副
所
長
（
技
術
を
担
当
す
る
副
所
長
）
の
専
決
事
項
の
項
中
「
一
億
五
千
万
円

以
上
二
億
円
未
満
」
を
「
三
億
円
以
上
四
億
円
未
満
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
四
農
業
農
村
整
備
部
長
の
専
決
事
項
の
項
第
十
三
号
イ
中
「
一
億
五
千
万
円
」
を
「
三
億
円
」
に
改
め
、
同

項
第
十
四
号
中
「
三
千
万
円
」
を
「
五
千
万
円
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
四
水
産
漁
港
部
長
の
専
決
事
項
の
項
第
十
三
号
イ
中
「
一
億
五
千
万
円
」
を
「
三
億
円
」
に
改
め
、
同
項
第

十
四
号
中
「
三
千
万
円
」
を
「
五
千
万
円
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
四
林
業
振
興
部
長
の
専
決
事
項
の
項
第
十
一
号
イ
中
「
一
億
五
千
万
円
」
を
「
三
億
円
」
に
改
め
、
同
項
第

十
二
号
中
「
三
千
万
円
」
を
「
五
千
万
円
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
四
地
域
事
務
所
に
置
か
れ
る
農
業
農
村
整
備
部
長
の
専
決
事
項
の
項
第
十
号
イ
中「
一
億
五
千
万
円
」を「
三

億
円
」
に
改
め
、
同
項
第
十
一
号
中
「
三
千
万
円
」
を
「
五
千
万
円
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
四
地
域
事
務
所
に
置
か
れ
る
林
業
振
興
部
長
の
専
決
事
項
の
項
第
九
号
イ
中
「
一
億
五
千
万
円
」
を
「
三
億

円
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
三
千
万
円
」
を
「
五
千
万
円
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
九
土
木
事
務
所
の
地
域
事
務
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
十
四
号
イ
及
び
ロ
中
「
一
億
五
千
万
円
」
を
「
三
億

円
」
に
改
め
、
同
項
第
十
五
号
中
「
三
千
万
円
」
を
「
五
千
万
円
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
九
仙
台
土
木
事
務
所
に
置
か
れ
る
副
所
長
（
技
術
を
担
当
す
る
副
所
長
）
の
専
決
事
項
の
項
中
「
一
億
五
千

万
円
以
上
二
億
円
未
満
」
を
「
三
億
円
以
上
四
億
円
未
満
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
九
仙
台
土
木
事
務
所
の
道
路
部
長
及
び
河
川
部
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
イ
中「
一
億
五
千
万
円
」を「
三

億
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
三
千
万
円
」
を
「
五
千
万
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
号

　

議
会
に
係
る
財
務
事
務
の
補
助
執
行
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

議
会
に
係
る
財
務
事
務
の
補
助
執
行
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

議
会
に
係
る
財
務
事
務
の
補
助
執
行
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
三
億
円
」
を
「
五
億
円
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
見
出
し
及
び
項
番
号
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
五
十
一
号

　

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
形
質
変
更
時
要
届
出
区

域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

　
　

大
崎
市
古
川
中
里
六
丁
目
六
百
一
番
の
一
部
と
し
、
次
の
図
の
と
お
り
と
す
る
。
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＜
起

点
＞

 

起
点

は
，

大
崎

市
古

川
中

里
六

丁
目

１
６

７
番

１
の

最
北

端
と

す
る

。
 

＜
格

子
の

回
転

角
度

＞
１

３
°

９
０

′
 

格
子

の
回

転
角

度
は

，
起

点
を

通
り

，
東

西
方

向
及

び
南

北
方

向
に

引
い

た
線

並
び

に
こ

れ
ら

と
平

行
し

て
１

０
ｍ

間
隔

で
引

い
た

線
に

よ
り

形
成

さ
れ

る
格

子

を
，

起
点

を
支

点
と

し
て

右
回

り
に

回
転

さ
せ

た
角

度
を

示
す

。
 

：
起

点
 

：
単

位
区

画
 

：
筆

の
境

界
線

 
：

敷
地
境

界
 

：
調

査
の

対
象

と
な

ら
な

い
区

域
（
土

壌
汚

染
対

策
法

第
３

条
第
１

項
た

だ
し

書
の

規
定

等
に

よ
る

。
）

 
：

既
に
指

定
さ

れ
て

い
る

形
質

変
更
時

要
届

出
区

域
（

形
－

２
１
）

 

凡
例

 

：
新

た
に

指
定

さ
れ

る
形

質
変

更
時
要

届
出

区
域
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二�　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質

の
種
類

　
　

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

〇
宮
城
県
告
示
第
五
十
二
号

　

県
営
吉
田
東
部
１
期
地
区
土
地
改
良
事
業
（
区
画
整
理
事
業
）
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
八
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知

事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
四
年
二
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

亘
理
町
役
場

〇
宮
城
県
告
示
第
五
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　

�　

気
仙
沼
市
瘻
槻
二
八
五
の
二
五
、
二
八
七
の
一
、
二
九
〇
の
二
・
二
九
一
の
一
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。）、
二
九
四

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
そ
の
他
特
別
の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
気
仙
沼
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
十
四
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
入
谷
字
岩
沢
三
三
の
三
三
、
三
三
の
四
六

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
南
三
陸
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
十
五
号

　

森
林
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号
）
第
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
度
に

お
け
る
保
安
林
及
び
保
安
施
設
地
区
の
皆
伐
に
よ
る
立
木
の
伐
採
に
つ
い
て
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百

四
十
九
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
す
べ
き
皆
伐
面
積
の
許
容
限
度
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
一
日
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�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

保
安
林
の
種
類

同
一
の
単
位
と
さ
れ
る

保
安
林
等
の
区
域

皆
伐
面
積
の
限
度
（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

水
源
か
ん
養
保
安
林

本
吉
地
区

三
九
二
・
四
八

北
上
川
下
流

三
一
九
・
六
一

石
巻
地
区

三
九
三
・
〇
二

迫
川
地
区

一
、
一
一
八
・
九
五

江
合
川
上
流

七
四
九
・
〇
九

鳴
瀬
川
上
流

一
、
二
七
六
・
六
四

江
合
川
下
流

鳴
瀬
川

〇
・
八
四

黒
川
地
区

二
四
五
・
一
八

仙
台
地
区

一
、
三
五
九
・
六
二

白
石
地
区

一
、
六
六
九
・
〇
一

土
砂
流
出
防
備
保
安
林

本
吉
地
区

二
四
・
九
八

北
上
川
下
流

八
・
九
六

石
巻
地
区

二
五
・
〇
二

迫
川
地
区

七
六
・
〇
六

江
合
川
上
流

一
九
一
・
一
五

鳴
瀬
川
上
流

二
四
九
・
二
二

江
合
川
下
流

鳴
瀬
川

一
二
・
一
二

黒
川
地
区

三
七
・
九
四

仙
台
地
区

七
〇
・
九
〇

白
石
地
区

二
一
三
・
七
八

干
害
防
備
保
安
林

仙
台
市

五
・
一
八

石
巻
市

二
七
・
九
二

気
仙
沼
市

二
四
・
一
四

白
石
市

三
・
一
八

角
田
市

二
・
〇
八

登
米
市

九
・
九
四

栗
原
市

二
・
九
〇

東
松
島
市

四
・
三
四

大
崎
市

五
七
・
〇
〇

七
ケ
宿
町

五
・
一
四

柴
田
町

〇
・
九
八

丸
森
町

二
・
七
二

大
和
町

三
・
六
〇

大
郷
町

〇
・
三
〇

加
美
町

六
・
七
二

女
川
町

一
六
・
八
二

南
三
陸
町

〇
・
七
四

魚
つ
き
保
安
林

石
巻
市

一
六
・
九
三

気
仙
沼
市

二
・
四
八

東
松
島
市

〇
・
四
二

女
川
町

〇
・
八
八

南
三
陸
町

〇
・
九
〇

保
健
保
安
林

宮
城
北
部
地
区

二
一
・
三
四

宮
城
南
部
地
区

六
・
九
〇

企

業

局

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号

　

企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
一
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

　
　
　

企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
局
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
各
所
長
の
項
第
二
号
ハ
中
「
三
千
万
円
」
を
「
五
千
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
中
「
一
億

五
千
万
円
」
を
「
三
億
円
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
局
長
の
項
第
六
号
イ
及
び
ニ
中
、「
三
億
円
」
を
「
五
億
円
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
三
千
万
円
」

を
「
五
千
万
円
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
各
課
長
の
項
第
六
号
イ
及
び
ニ
中
、「
一
億
五
千
万
円
」
を
「
三
億
円
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
三

千
万
円
」
を
「
五
千
万
円
」
に
改
め
る
。
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附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
四
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号

　

企
業
局
工
事
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
一
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

　
　
　

企
業
局
工
事
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
局
工
事
施
行
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
中
「
三
億
円
」
を
「
五
億
円
」
に
、「
五
千
万
円
以
上
の
調
査
」
を
「
八
千
万
円
以
上
の
調
査
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
四
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
一
日

�

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

教
育
長　
　

伊　
　

東　
　

昭　
　

代　
　
　

　
　
　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
三
項
を
削
る
。

　

別
表
第
三
の
二
の
項
指
定
副
教
育
長
専
決
等
事
項
の
欄
中
「
一
億
五
千
万
円
以
上
三
億
円
」
を
「
三
億
円
以
上
五
億

円
」
に
改
め
、
同
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
中
「
一
億
五
千
万
円
」
を
「
三
億
円
」
に
改
め
、
同
表
の
四
の
項
中
「
三
億

円
」
を
「
五
億
円
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

四�

の
二　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
百
号
）
第
二
条
第
一
項

に
定
め
る
建
設
工
事
に
係
る
調

査
、
測
量
又
は
設
計
の
委
託
の
決

定

　

一
件
五
千
万

円
以
上
の
も
の

　

一
件
五
千
万

円
未
満
の
も
の

　

別
表
第
三
の
五
の
項
中
「
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
条
第
一
項
に
定
め
る
建
設
工
事
に
係
る

調
査
、
測
量
又
は
設
計
」
を
「
前
項
に
掲
げ
る
も
の
」
に
改
め
、
同
表
の
三
十
六
の
項
中
「
第
二
十
九
号
」
を
「
二
十

九
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


